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第２３回柏市農業委員会総会議事録  
１  令和５年６月９日 (金 )柏市農業委員会総会を柏市農業委員会会長  

 染谷  茂が招集した。  

 

２  場所  ラコルタ柏４階  集会室１・２・３   

 

３  出席した委員は次のとおりである。  

 ＜農業委員＞  

  １番  金  子  幸  司     ２番  酒  巻  寿  雄  

  ３番  遠  藤  秀  生     ４番  大  宮  茂  男  

  ５番  成  嶋  君  美     ６番  飯  野  文  夫  

  ７番  坂  巻  洋  行     ８番  石  井  マサ子  

  ９番  岡  田  英  夫    １０番  寺  島  和  彦  

 １２番  橋  本  英  介    １３番  谷田貝  和  代  

 １４番  平  川    徹    １５番  染  谷    茂  

 １６番  山  﨑  明  久  

                １６名中１５名出席  

 ＜農地利用最適化推進委員＞  

 １７番  友  野  博  之    １８番  小  川  克  己  

 １９番  栗  原    豊    ２０番  染  谷  織  恵  

 ２１番  大  塚  信  幸    ２２番  豊  田  佐智子  

 ２３番  木  村    寿    ２４番  関  根  勝  敏  

 ２５番  濵  嶋    静    ２６番  冨  澤  英  三  

 ２７番  林    敏  夫    ２８番  飯  田  利  明  

 ２９番  石  井  一  美    ３０番  砂  川  晴  彦  

 ３１番  坂  巻  儀  治  

                １５名中１５名出席  

 

４  欠席した委員は次のとおりである。  

 １１番  村  越    等  

 

５  出席した事務局職員は次のとおりである。  

  統括リーダー  兼  岡  洋  和  
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  副主幹     山  本  雅  代  

  副主幹     柿  崎  祐  一  

  主  事     茨  木  健  亮  

 

６  本日の会議に付議した議案は次のとおりである。  

 議案第   １号  農地法第３条の規定による許可申請に対する許可  

         について  

 議案第   ２号  農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認  

         申請に対する県への意見の送付について  

 議案第   ３号  農地法第５条の規定による許可申請に対する県へ  

         の意見の送付について  

 議案第   ４号  公売買受適格証明書の交付について【農地法第３  

         条要件】  

 議案第   ５号  農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明  

         願の送付について  

 議案第   ６号  生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明につい  

         て  

 議案第   ７号  農用地利用集積計画の決定について（その１～そ  

         の３）  

 議案第   ８号  相続税の納税猶予に関する適格者証明について  

 

 

７  報告事項  

 （１）農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出の受理  

    通知書の交付について  

 （２）農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の受理  

    通知書の交付について  

 （３）利用権の中途解約に係る通知の確認について  

 （４）生産緑地地区の買取りの申出による農業従事者への斡旋に  

    ついて  

 

 （午後２時００分開議）  
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議長  ただいまより第２３回農業委員会総会を開催いたします。  

 本日の出席委員は，農業委員１６名中１５名，推進委員１５名中  

１５名の出席でございます。  

 よって，定足数に達しておりますので，会議は成立しておりますこ

とを御報告いたします。  

 それでは，日程１  議事録署名委員を選任したいと思いますが，選

任方法はいかがいたしましょうか。  

 

（「議長一任」の声あり）  

 

議長  議長一任ということですが，御異議ございませんか。  

 

（「異議なし」の声あり）  

 

議長  それでは指名をいたします。  

 谷田貝和代委員，平川徹委員，よろしくお願いいたします。  

 次に，日程２  一般報告事項につきましては，お手元の配付資料の

とおりでございますので，御了承願います。  

 今月の担当は，第３調査会であります。  

 調査会の概要説明及び前回の巡回パトロールの報告について，山﨑

委員長よろしくお願いいたします。  

 

山﨑委員長  農地第３調査会は，去る６月１日，２日，令和５年度第

３回農地調査会を実施しました。  

 今回の調査事案である農地法第３条４件，第５条変更５件，第５条

１２件，公売買受適格証明１件，許可を要しない土地の証明願２件，

主たる従事者証明１件について，現地調査並びに面接調査を行いまし

た。  

 次に，令和５年２月に開催された第１９回総会の議案第１号の３件

及び議案第２号の２件について，巡回パトロールの結果報告を受けま

した。  

 特に問題のある案件はありませんでした。  

 以上です。  
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議長  御苦労さまでした。  

 それでは，日程３  議事に移ります。  

 議案を上程いたします。  

 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する許可につ

いて」を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。  

 事務局。  

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  それでは，審議に入ります。  

 １番について調査結果の報告を，山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  １番について，御報告します。  

 調査会資料は，５ページからになります。  

 本件は，柏市●●に在住の譲受人が，経営農地を拡大するため，ま

た，我孫子市在住の譲渡人は，農業経営ができないため，売買による

所有権の移転を伴う許可申請です。  

 申請地は，布瀬の畑●●筆，計●●㎡で ,●●等を栽培する計画で

す。  

 譲受人の農業経営の実態については，資料のとおりです。  

 現地調査並びに面接調査を実施し，農地法第３条第２項の許可基準

に基づき審査したところ，適正であると認め，第３調査会としては，

許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対して，申請内容に基づき，責任を持って耕作する

ように伝え，その意志を確認しています。  

 以上です。  

 

議長  御苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 １番について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  
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議長  「なし」という声がございましたので，１番を承認いたします。  

 次の審議に入ります。  

 ２番から４番につきましては関連していますので，一括して調査結

果の報告を山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  ２番から４番にについて，御報告します  

 調査会資料は，８ページからになります。  

 本件は，柏市●●に事務所を置く譲受人が，経営農地を拡大するた

め，また，●●，●●，●●に在住の各譲渡人は，耕作が困難になっ

たため，売買による所有権の移転を伴う許可申請です。  

 申請地は，片山の畑合計●●筆，計●●㎡で ,●●を栽培する計画

です。  

 譲受人の農業経営の実態については，資料のとおりです。  

 現地調査並びに面接調査を実施し，農地法第３条第２項の許可基準

に基づき審査したところ，適正であると認め，第３調査会としては許

可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対して，申請内容に基づき，責任を持って耕作する

ように伝え，その意志を確認しています。  

 以上です。  

 

議長  御苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 ２番から４番について何か質問はございませんか。  

 はい，どうぞ。  

 

酒巻委員  酒巻です。この譲受人，●●ではどんなものを作っていま

したか。  

 

山﨑委員長  向こうでは，麦，サクランボ，リンゴ，梨，栗，プルー

ンなどを作っているそうです。ちなみに，向こうの経営面積は●●ｈ

ａほどあるそうです。  
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議長  よろしいですか。  

 そのほかございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，２番から４番を承認い

たします。  

 議案第１号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手多数であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 次の議案に入ります。  

 議案第２号「農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請

に対する県への意見の送付について」を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。  

 事務局。  

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  それでは審議に入ります。  

 １番から５番につきましては一体の事業ですので，一括して調査結

果の報告を山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  １番から５番について，御報告します。  

 調査会資料は，１２ページからになります。  

 本件は，令和５年２月２８日付で県より許可が下りている大島田の

農地造成について，事業者より計画変更の申請が出されたものです。  

 変更内容は，当初道路面より●●ｍ低く造成する予定でしたが，地

権者から耕作効率がよくなるとの意見により，道路面と同じ高さで造

成することに変更するものです。  

 現地調査並びに面接調査の結果を，農地転用関係事務指針に基づき
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審査したところ，農地の区分ごとの許可基準である立地基準，資力・

信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等について審査する一

般基準については適正であると認め，第３調査会としては承認相当と

判断しました。  

なお，譲受人に対し承認された場合には，申請内容に基づき責任を持

って履行するように伝えました。  

 以上です。  

 

議長  御苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 １番から５番について何か質問はございませんか。  

 はい，どうぞ。  

 

成嶋委員  成嶋です。農地造成後の農作物は，何を作る予定ですか。  

 

山﨑委員長  ●●だそうです。  

 

成嶋委員  全部のところに●●ですか。  

 

山﨑委員長  そうです。  

 

議長  よろしいですか。  

 はい，どうぞ。  

 

大宮委員  大宮です。土は，どこから持ってくるんですか。  

 

山﨑委員長  松戸のほうから●●万㎥，白井のほうから●●㎥を予定

しているそうです。  

 

議長  よろしいですか。  

 そのほかございませんか。  

 

成嶋委員  じゃ，もう一度私が。盛土をしたほうが耕作の効率がよく
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なるというのは，どういうふうに耕作の効率がよくなるんですか。  

 

山﨑委員長  道路と同じ，要は１段下がっているわけですよね，この

計画だと。そうすると，手前にもうちょっとほかの土地がありまして，

そこから通っていって１段下がるというと，ちょっとやりづらいとい

うことなんで，地権者からそう言われたそうなんですけども。そうす

れば，平らにすれば，境界だけはっきりしていればやりやすいという

ことだと思います。  

 

議長  よろしいですか。  

 そのほかございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，１番から５番を承認い

たします。  

 議案第２号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 次の議案に入ります。  

 議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する県への意

見の送付について」を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。  

 事務局。  

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  それでは審議に入ります。  

 １番について調査結果の報告を，山﨑委員長お願いいたします。  
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山﨑委員長  １番について，御報告します。  

 調査会資料は，２７ページからになります。  

 本件は，売買を伴う，資材置場用地への転用許可申請です。  

 申請地は，藤ヶ谷の畑●●筆，●●㎡です。第１種農地等に該当せ

ず，１０ｈａ未満の区域内の農地であることから，第２種農地と判断

しました。  

 譲受人は柏市●●で●●を営む法人で，法人所在地の近隣に資材置

場を借地にて保持していましたが，手狭となり，また借地であること

から，所有できる広い敷地を探していました。今回の申請が認められ

れば，現状の借地は返還する予定です。  

 計画内容は，資材置場として埋戻し，土，砕石，型枠及び車両等の

資材を置く予定です。  

 申請地が接道している市道より●●ｍほど低いため，砕石敷きで●

●ｍにする予定です。  

 被害防除対策として，雨水は自然浸透，周囲はものが飛ばないよう

コンクリート擁壁●●ｍｍ，その上に仮囲いフェンス高さ●●ｍを施

工します。出入口は１か所とし，進入口より奥行き●●ｍ，幅●●ｍ

の退避場所を設け，コンクリート舗装をし，ゲート●●ｍ，高さ●●

ｍを設置し，交通安全に対処します。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を，農地転用関係事

務指針に基づき審査したところ，農地の区分ごとの許可基準である立

地基準，資力・信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等につ

いて審査する一般基準については適正であると認め，第３調査会とし

ては許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対し許可された場合には，申請内容に基づき責任を

持って履行するように伝えました。  

 以上です。  

 

議長  御苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 １番について何か質問はございませんか。  

 よろしいですか。  

 



-10- 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，１番を承認いたします。  

 次の審議に入ります。  

 ２番から５番につきましては関連していますので，一括して調査結

果の報告を山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  ２番から５番について，御報告します。  

 調査会資料は，３３ページからになります。  

 本件は，使用貸借を伴う，現況の田から畑への農地造成許可申請で

す。  

 申請地は，鷲野谷及び泉の田合計●●筆，●●㎡です。第１種農地

等に該当せず，１０ｈａ未満の区域内の農地であることから，第２種

農地と判断しました。当該用地は田として耕作されてきましたが，申

請者より畑としての価値を見いだし，土地の有効利用のため，申請に

至ったものです。  

 計画内容は，申請地に平均●●ｍ程度の土盛りを行い，畑として造

成するものです。また，覆土は良質な土で約●●ｍ盛土します。  

 被害防除対策として，雨水は自然浸透，周囲には，境界から●●ｍ

離したところに，●●ｍの小堰堤を設け，雨水等を外に出さないよう

します。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を，農地転用関係事

務指針に基づき審査したところ，農地の区分ごとの許可基準である立

地基準，資力・信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等につ

いて審査する一般基準については適正であると認め，第３調査会とし

ては許可相当と判断しました。  

なお，譲受人に対し許可された場合には，申請内容に基づき責任を持

って履行するように伝えました。  

 以上です。  

 

議長  御苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 ２番から５番について何か質問はございませんか。  
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（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，２番から５番を承認い

たします。  

 次の審議に入ります。  

 ６番について調査結果の報告を，山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  ６番について，御報告します。  

 調査会資料は，４０ページからになります。  

 本件は，売買を伴う，貸駐車場用地への転用許可申請です。  

 申請地は，松ヶ崎の田●●筆，●●㎡です。市街化区域に近接し，

１０ｈａ未満の区域内の農地であることから，第２種農地と判断しま

した。譲受人は柏市松ヶ崎で不動産業を営む法人で，松ヶ崎町会及び

周辺町会より，宅地開発や売却に伴う月ぎめ駐車場の減少及びそれに

伴う違法駐車（路上）等の相談を受けていました。そこで譲渡人に打

診したところ，譲受けに承諾を得たため，当該農地を貸駐車場として

転用する申請を行ったものです。  

 計画内容は，●●台分の駐車場をトラロープで区画，単管パイプで

車止め，地盤転圧して●●ｍの砕石敷きとし，出入口付近は●●ｍｍ

のアスファルト舗装とします。なお，土砂等の搬出入はありません。  

 被害防除対策として，雨水は自然浸透，境界にはブロック●●段積

み及び既設ブロックにより土砂の流失を防ぎます。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を，農地転用関係事

務指針に基づき審査したところ，農地の区分ごとの許可基準である立

地基準，資力・信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等につ

いて審査する一般基準については適正であると認め，第３調査会とし

ては許可相当と判断しました。  

なお，譲受人に対し許可された場合には，申請内容に基づき責任を持

って履行するように伝えました。  

 以上です。  

 

議長  御苦労さまでした。  
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 調査結果の報告がございました。  

 ６番について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，６番を承認いたします。  

 次の審議に入ります。  

 ７番について調査結果の報告を，山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  ７番について，御報告します。  

 調査会資料は，４６ページからになります。  

 本件は，売買を伴う，資材置場用地への転用許可申請です。  

 申請地は，藤ヶ谷の畑●●筆，●●㎡です。第１種農地等に該当せ

ず，１０ｈａ未満の区域内の農地であることから，第２種農地と判断

しました。  

 譲受人は松戸市●●で●●を営む法人で，これまでは施工は下請発

注か下請会社の機材を使用していました。しかしながら，自社で機材

等を所有し施工を行うため，資材置場用地を探しており，当該農地を

資材置場として転用する申請を行ったものです。  

 計画内容は，●●ｍの砕石敷きとし，出入口付近は●●ｍのコンク

リート敷きを施工します。なお，土砂等の搬出入はありません。  

 被害防除対策として，雨水は自然浸透，なお周囲に農地はないため

特別な対策は行いませんが，工事中は誘導員を配置し，安全に配慮し

ます。また，トラブル発生時は事業者が対処します。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を，農地転用関係事

務指針に基づき審査したところ，農地の区分ごとの許可基準である立

地基準，資力・信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等につ

いて審査する一般基準については適正であると認め，第３調査会とし

ては，許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対し許可された場合には，申請内容に基づき責任を

持って履行するように伝えました。  

 以上です。  
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議長  御苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 ７番について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，７番を承認いたします。  

 次の審議に入ります。  

 ８番について調査結果の報告を，山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  ８番について，御報告します。  

 調査会資料は，５２ページからになります。  

 本件は，売買を伴う，資材置場兼車両置場用地への転用許可申請で

す。  

 申請地は，逆井の田●●筆，●●㎡です。市街化区域に近接し，１

０ｈａ未満の区域内の農地であることから，第２種農地と判断しまし

た。  

 譲受人は●●で●●等を営む法人で，現在使用している資材置場が

手狭になり，加えて現行資材置場と近接しているため，当該農地を資

材置場として転用する申請を行ったものです。  

 計画内容は，大型機材が入ることから●●ｍの砕石敷きとします。

なお，土砂等の搬出入はありません。  

 被害防除対策として，雨水は自然浸透，なお外周にコンクリートブ

ロックを●●段積みし，土砂等の流出を防ぎます。  

 また，工事期間中は交通誘導員を常駐させます。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を，農地転用関係事

務指針に基づき審査したところ，農地の区分ごとの許可基準である立

地基準，資力・信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等につ

いて審査する一般基準については適正であると認め，第３調査会とし

ては許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対し許可された場合には，申請内容に基づき責任を

持って履行するように伝えました。  

 以上です。  
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議長  御苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 ８番について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，８番を承認いたします。  

 次の審議に入ります。  

 ９番について調査結果の報告を，山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  ９番について，御報告します。  

 調査会資料は，５８ページからになります。  

 本件は，売買を伴う，資材及び車両置場用地への転用許可申請です。  

 申請地は，布施の畑●●筆，●●㎡です。市街化区域に近接し，  

１０ｈａ未満の区域内の農地であることから，第２種農地と判断しま

した。  

 譲受人は●●で●●を営む法人で，現在自社敷地内等の資材及び車

両置場が手狭になり，加えて自社敷地と近接しているため当該農地を

資材置場として転用する申請を行ったものです。  

 計画内容は，重機作業車の駐車部分は●●ｍの砕石敷きとします。

なお，土砂等の搬出入はありません。  

 被害防除対策として，雨水は自然浸透，なお，外周にコンクリート

ブロックを●●段積みし境界を明確にしますが，自社敷地と接してい

るところは一体で使用します。  

 また，工事期間中はバリケード等で囲い，安全を図ります。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を，農地転用関係事

務指針に基づき審査したところ，農地の区分ごとの許可基準である立

地基準，資力・信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等につ

いて審査する一般基準については適正であると認め，第３調査会とし

ては許可相当と判断しました。  

なお，譲受人に対し許可された場合には，申請内容に基づき責任を持

って履行するように伝えました。  
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 以上です。  

 

議長  御苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 ９番について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，９番を承認いたします。  

 次の審議に入ります。  

 １０番から１１番につきましては一体の事業となりますので，一括

して調査結果の報告を，山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  １０番から１１番について，御報告します。  

 調査会資料は，６４ページからになります。  

 本件は，賃貸借を伴う，テラスステージ（ウッドデッキ等）設置及

びキッチンカー出店への転用許可申請です。  

 申請地は，柏の畑計●●筆，●●㎡です。市街化区域に近接し，  

１０ｈａ未満の区域内の農地であることから，第２種農地と判断しま

した。  

 譲受人は東京都で●●する事業を営んでおり，当該地を飲食やイベ

ントに活用したいとして転用する申請を行ったものです。  

 計画内容は，場内を砕石敷きとし，南側にウッドデッキを設置，キ

ッチンカー団体と契約し，キッチンカーを常設します。●●台駐車可

能な駐車場を北側に整備し，移動式トレーラータイプのトイレを設置

します。出入口にはバリカーを設置し，夜間休日等の侵入を防止しま

す。なお，土砂等の搬出入はありません。  

 給水については井戸を掘り，手洗い場を２か所設置し，排水は浸透

ますを設置します。  

 被害防除対策として，雨水は自然浸透，ごみの飛散や周辺農地への

侵入を防ぐため，外周をネットフェンスで囲います。また，隣接地へ

の農地所有者の承諾も得ております。  

 工事期間中は安全を図り，関係各署と協議を行います。  
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 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を，農地転用関係事

務指針に基づき審査したところ，農地の区分ごとの許可基準である立

地基準，資力・信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等につ

いて審査する一般基準については適正であると認め，第３調査会とし

ては許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対し許可された場合には，申請内容に基づき責任を

持って履行するように伝えました。  

 以上です。  

 

議長  御苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 １０番から１１番について何か質問はございませんか。  

 はい，どうぞ。  

 

酒巻委員  酒巻です。この現場に行くには ,今造られている広い迂回

路から入っていくのでしょうか。  

 

山﨑委員長  今造られている所を通って入るような形になります。南

側のほうからも入ります。  

 

議長  そのほかございませんか。  

 

成嶋委員  常設するキッチンカーは，１台ではなく何台かを土地の間

に並べる形でしょうか。  

 

山﨑委員長  そうです。計画としては●●台になります。  

 

大宮委員  先ほどの説明で，駐車場●●台という話がありましたが，

足りるのでしょうか。  

 

山﨑委員長  ウッドデッキの席は●●人程度を想定しているため，家

族で来るということを想定して，四，五人ずつ乗ってくれば大体  

●●台ぐらいの計算になります。  
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大宮委員  イベントがあった場合，大人数の人がみんなで押し寄せた

ら，交通渋滞しそうな気がするのですが，大丈夫なのでしょうか。  

 

事務局  定員を超える人が来た場合には，周囲の方に迷惑にならない

ような対応をしていただくようお願いしております。  

 

議長  よろしいですか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，１０番から１１番を承

認いたします。  

 次の審議に入ります。  

 １２番について調査結果の報告を，山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  １２番について，御報告します。  

 調査会資料は，７０ページからになります。  

 本件は，賃貸借を伴う，専用住宅●●㎡の建築の転用許可申請です。  

 申請地は，泉の畑計●●筆，●●㎡です。第１種農地等に該当せず，

１０ｈａ未満の区域内の農地であることから，第２種農地と判断しま

した。  

 譲受人は現在習志野市に居住している譲渡人の孫にあたる親族で，

将来等を見据えて住居を構えるため，転用する申請を行ったものです。  

 計画内容は，住宅建築に際し，境界はブロック●●段積みとし，土

砂等の流失を防ぎます。また，駐車場予定部分は●●ｍの砕石敷きと

します。なお，土砂等の搬出入はありません。  

 被害防除対策として，雨水は浸透ます●●基を設置予定で，工事期

間中は，防災ネットを張り，非常時は誘導員を配置して防災に努めま

す。また，造成後の外壁及び屋根等は防火構造を予定しています。   

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を，農地転用関係事

務指針に基づき審査したところ，農地の区分ごとの許可基準である立

地基準，資力・信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等につ
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いて審査する一般基準については適正であると認め，第３調査会とし

ては許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対し許可された場合には，申請内容に基づき責任を

持って履行するように伝えました。  

 以上です。  

 

議長  御苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 １２番について何か質問はございませんか。  

 

成嶋委員  譲受人の親御さんは一緒にお住まいなのでしょうか。親御

さんの介護を見据えているのでしょうか。  

 

山﨑委員長  親の居場所は，確認していないですね。  

 

事務局  将来の家族の介護等も踏まえてとのことですので，近くにお

住まいだと思います。  

 

議長  よろしいですか。  

 そのほかはございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，１２番を承認いたしま

す。  

 議案第３号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 次の議案に入ります。  
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 議案第４号「公売買受適格証明書の交付について」農地法第３条要

件，許可時の同意を含むを議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。  

 事務局。  

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  御苦労さまでした。  

 議案第４号につきましては，●●が農業委員会等に関する法律第  

３１条「議事参与の制限」の規定に該当いたしますので，議長を飯野

職務代理者と代わります。  

 それでは退席いたします。よろしくお願いいたします。  

 

（●●が退席）  

 

飯野職務代理者  それでは，審議に入ります。  

 １番について調査結果の報告を，山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  １番について，御報告します。  

 調査会資料は，７６ページからになります。  

 本件は，柏市●●在住の申請者が農地取得目的で，東京国税局が行

う公売（期間入札）に参加するため，買受適格証明書願を申請したも

のです。  

 買受けしようとする農地は，柏市新利根の田●●筆，合計●●㎡で

す。営農計画書では米を耕作する予定となっています。  

 また，当該地は利根土地改良区内ですが，確認の証明が出ておりま

す。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査を実施し，審査したところ，

第３調査会としては承認相当と判断しました。  

 以上です。  

 

飯野職務代理者  御苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 １番について何か質問はございませんか。  
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成嶋委員  成嶋です。今，この田んぼを誰が耕作しているんでしょう。  

 

山﨑委員長  過去には耕作していたそうです。  

 

成嶋委員  ●●さんがね。分かりました。  

 

飯野職務代理者  ほかに何かございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

飯野職務代理者「なし」という声がございましたので，１番を承認い

たします。  

 議案第４号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

飯野職務代理者  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 ●●の除斥を解除いたします。  

 ここで議長を交代します。  

 

（●●が着席）  

 

議長  次の議案に入ります。  

 議案第５号「農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願の

送付について」を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。  

 事務局。  

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  それでは審議に入ります。  
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 １番について調査結果の報告を，山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  １番について，御報告します。  

 調査会資料は，８１ページからになります。  

 本件は，柏市●●在住の申請者が平成１０年に取得したときには既

に●●の一部となっていた農地を，地目変更のため，農地法の規定に

基づく許可を要しない土地の証明願を申請したものです。  

 該当農地は，柏市花野井の畑●●筆，合計●●㎡です。時期は不詳

ですが，平成７年には，現状のとおり●●の一部となっていたようで

す。  

 なお，立証資料として平成１４年の航空写真が添付されています。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査を実施し，審査したところ，

第３調査会としては承認相当と判断しました。  

 以上です。  

 

議長  御苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 １番について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，１番を承認いたします。  

 次の審議に入ります。  

 ２番について調査結果の報告を，山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  ２番について，御報告します。  

 調査会資料は，８４ページからになります。  

 本件は，柏市●●在住の申請者が令和３年に相続したときには既に

既存住宅地の一部となっていた農地を，地目変更のため，農地法の規

定に基づく許可を要しない土地の証明願を申請したものです。  

 該当農地は，柏市布施の畑●●筆，合計●●㎡です。昭和４２年３

月には，現状のとおり住宅地の一部となっていました。  

 なお，立証資料として平成１４年の航空写真が添付されています。  
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 以上のとおり，現地調査並びに面接調査を実施し，審査したところ，

第３調査会としては承認相当と判断しました。  

 以上です。  

 

議長  御苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 ２番について何か質問はございませんか。  

 

酒巻委員  酒巻です。この土地は，現在の申請人の人が住んでいるわ

けではないということですか。  

 

山﨑委員長  そうですね。住所は違います。  

 

酒巻委員  でも宅地にはなっているということですね。  

 

山﨑委員長  相続で受けたので，このような状況になっています。  

 

議長  そのほかございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，２番を承認いたします。  

 議案第５号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 次の議案に入ります。  

 議案第６号「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について」

を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。  
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 事務局。  

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  それでは審議に入ります。  

 １番について調査結果の報告を，山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  １番について，御報告します。  

 調査会資料は，８７ページからになります。  

 本件は，●●在住の方が，生産緑地法第１０条の規定に基づき，柏

市へ生産緑地の買取りの申出をするための，農業の主たる従事者証明

の申請です。  

 申請地は大室の畑●●筆合計●●㎡です。  

 申請理由は，主たる従事者である申出者の夫が故障し，当該生産緑

地をこれ以上維持管理していくことが困難になったためです。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査を実施し，審査したところ，

第３調査会としては承認相当と判断しました。  

 以上です。  

 

議長  御苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 １番について何か質問はございませんか。  

 

成嶋委員  申出者の夫，●●さん，●●歳。これは，故障というのは，

どういう故障ですか。  

 

山﨑委員長  診断書の病名では，●●となっています。  

 

議長  よろしいですか。そのほかございませんか。  

  

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，１番を承認いたします。  

 議案第６号を採決いたします。  
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 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 次の議案に入ります。  

 議案第７号「農用地利用集積計画の決定について」その１からその

３を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。  

 事務局。  

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  議案第７号その１につきましては，●●委員が農業委員会等に

関する法律第３１条「議事参与の制限」の規定に該当しますので，除

斥を求めます。  

 

（●●委員が退席）  

 

議長  それでは，議案第７号その１の審議に入ります。  

 議案説明を農政課に求めます。  

 農政課。  

 

農政課  それでは，御説明させていただきます。  

 利用権設定の案件です。  

 計画番号第１番から第６号は，農地中間管理事業の案件で，借受者

は千葉県園芸協会です。千葉県園芸協会から賃借権の設定を受ける者

は，●●に所在する農地所有適格法人が大井の田●●筆，箕輪新田の

田●●筆，泉の田●●筆，鷲野谷の田●●筆，泉村新田の田●●筆，

合計面積●●㎡に新規で賃貸借権を設定するもので，設定期間は●●

年です。  

 なお，以上の計画要請の内容は，経営面積・従事日数など，農業経

営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしております。  
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議長  御苦労さまでした。  

 議案の説明がございました。  

 その１について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，その１を承認いたしま

す。  

 議案第７号その１を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 ●●委員の除斥を解除いたします。  

 

（●●委員が着席）  

 

議長  議案第７号その２につきましては，●●委員に農業委員会等に

関する法律第３１条「議事参与の制限」の規定を準用し除斥を求めま

す。  

 

（●●委員が退席）  

 

議長  それでは，議案第７号その２の審議に入ります。  

 議案説明を農政課に求めます。  

 農政課。  

 

農政課  それでは，御説明させていただきます。  

 利用権設定の案件です。  

 計画番号第７番は，●●に在住の農業者が新利根の畑●●筆，合計
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面積●●㎡に新規で使用貸借権を設定するもので，設定期間は●●年

です。  

 なお，以上の計画要請の内容は，経営面積・従事日数など，農業経

営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしております。  

 

議長  御苦労さまでした。  

 議案の説明がございました。  

 その２について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，その２を承認いたしま

す。  

 議案第７号その２を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 ●●委員の除斥を解除いたします。  

 

（●●委員が着席）  

 

議長  それでは，議案第７号その３の審議に入ります。  

 議案説明を農政課に求めます。  

 農政課。  

 

農政課  それでは，御説明させていただきます。  

 利用権設定の案件です。  

 計画番号第８番は，●●に在住の農業者が新利根の田●●筆，面積

●●㎡に継続して賃貸借権を設定するもので，設定期間は●●年です。  

 計画番号第９番は，●●に在住の農業者が新利根の田●●筆，面積



-27- 

●●㎡に継続して賃貸借権を設定するもので，設定期間は●●年です。  

 計画番号第１０番は，●●に在住の農業者が新利根の田●●筆，合

計面積●●㎡に新規で賃貸借権を設定するもので，設定期間は●●年

です。  

 計画番号第１１番は，●●に在住の農業者が船戸山高野の畑●●筆，

面積●●㎡に継続して賃貸借権を設定するもので，設定期間は●●年

です。  

 計画番号第１２番は，●●に在住の農業者が塚崎の畑●●筆，面積

●●㎡に継続して賃貸借権を設定するもので，設定期間は●●年です。  

 計画番号第１３番から第１８番は，●●に在住の農業者が片山の田

●●筆，水道橋の田●●筆，片山新田の田●●筆，合計面積●●㎡に

継続して賃貸借権を設定するもので，設定期間は●●年です。  

 計画番号第１９番は，●●に在住の農業者が布瀬の畑●●筆，合計

面積●●㎡に継続して賃貸借権を設定するもので，設定期間は●●年

です。  

 計画番号第２０番は，●●に在住の農業者が若白毛の畑●●筆，合

計面積●●㎡に継続して賃貸借権を設定するもので，設定期間は●●

年です。  

 続きまして所有権移転の案件です。  

 計画番号第１番は，●●に在住の農業者が大井の畑●●筆，合計面

積●●㎡の所有権を移転するものです。  

 なお，以上の計画要請の内容は，経営面積・従事日数など，農業経

営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしております。  

 

議長  御苦労さまでした。  

 議案の説明がございました。  

 その３について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，その３を承認いたしま

す。  

 議案第７号その３を採決いたします。  
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 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 それでは，議案第７号が終了しましたので，農政課の方は退席され

て結構です。御苦労さまでした。  

 

(農政課職員退席 ) 

 

議長  それでは，次の議案に入ります。  

 議案第８号「相続税の納税猶予に関する適格者証明について」を議

題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。  

 事務局。  

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  それでは審議に入ります。  

 １番について調査結果の報告を，事務局に求めます。  

 事務局。  

 

事務局  事務局で５月３１日水曜日に現地調査を行いましたので，報

告いたします。  

 申請人は，柏市●●在住の農家の方で，農業経営の実態は●●人で

従事し，耕作面積は約●●ａです。  

 申請地は，東中新宿の畑●●筆で●●㎡，約●●ａとなっておりま

す。  

 なお，申請人は，当該申請地において，主に●●，●●，●●，●

●，●●，●●，●●等を栽培しており，今後は●●も栽培していき，

引き続き農業に従事するということでした。  

 以上です。  
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議長  調査結果の報告がございました。  

 １番について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，１番を承認いたします。  

 議案第８号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 以上で，本日の議案審議は終了いたしました。  

 次に，報告事項がございますので，一括して事務局に説明を求めま

す。  

 事務局。  

（議長の指名で事務局が報告事項説明）  

 

議長  いずれも報告事項でございますので，御了解を得たいと思いま

す。  

 次回の予定を申し上げます。  

 ６月２９日木曜日，３０日金曜日が調査会で，２９日は午前９時か

ら，本庁舎５階第１委員会室，３０日は午後１時からで，ラコルタ柏

５階多目的室でございます。  

 担当は，農地第４調査会です。  

 ７月７日金曜日が総会で，午後２時から分室１，２階第１会議室で

ございます。  

 これをもちまして，第２３回柏市農業委員会総会を閉会いたします。  

 （午後３時４０分閉会）  

 


